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ごあいさつ 

大野東中学校ＰＴＡ活動にご理解、ご協力を賜り厚くお礼申し上げま

す。 

本校のＰＴＡの活動は、子どもたちが安心して楽しく学校生活を送る

ことができるよう、また、先生方の学校運営の手助けとなれるよう、先

生方とも協力して保護者としてできることを行なっております。 

令和 7 年度は、PTA の加入に同意をいただいたうえで活動を行なって

いく、最初の年となりました。約９割の方に加入をいただき、無事に活

動を終えることができました。 

令和 8 年度につきましても、令和 7年度に引き続き、活動内容の検証

を行ないながら、子どもたちのことを第一に、本部役員はもちろん、会

員の皆さんの負担の軽減を図って、できる人ができる時にできる活動を

していける環境を整えていきたいと思っています 

ぜひ、可能な範囲内で各活動にご参加または見守っていただき、ご支

援を賜りますようお願いいたします。 

令和 8年 4月 

大野東中学校ＰＴＡ本部 
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令和８年度大野東中学校ＰＴＡ総会議案概要 

 令和８年度のＰＴＡ総会は、ＷＥＢ開催（tetoru をご利用できない方は書面）とさせ

ていただきます。各議案をご確認いただき、ご回答をお願いいたします。 

各議案について、概要をご説明いたします。 

【第１号議案 令和 7 年度活動報告について（報告事項）】 

・令和 7 年度の活動は、5 月の体育祭の運営協力に始まり、年２回の広報誌の作成、

高校訪問、成人講座、あいさつ運動、防犯パトロール等を行ないました。愛校作業

は残念ながら２年続けての雨天中止となりました。また、学校主催の「夢講座」に賛

同し講師謝金の補助を行ないました。その他、市・筑紫地区・県の PTA 連合会の

研修や活動に参加しました。

【第２号議案 令和 7 年度決算報告及び監査報告について】 

・令和7年度の決算は、予定の範囲内の執行状況となっています。愛校作業が中止

となり執行残が見込まれたことなどから、夢講座２回分の補助を行うことができま

した。

・なお、会計監査の際、一般会計決算報告書に 1 カ所の計算誤りがわかりましたの

で、訂正しております（【収入の部】合計欄の差引額が、正しくは「41,222 円」であ

るところ、「21,222 円」となっていたため、修正したものです。）。

【第３号議案 令和８年度役員及び会計監査委員の承認】 

・令和７年度と同様、会長１名、副会長２名、書記２名、会計２名、総務３名、

監査委員３名を選考いたしました。 

【第４号議案 令和８年度事業計画案及び予算案について】 

・PTA 加入の同意をいただくことになって２年目となります。令和７年度に引き続き

専門委員等の選出はせず、本部役員中心に企画・運営を行なってまいります。また、

必要に応じてボランティアを募ることで、無理のない活動を進めてまいります。

・令和８年度は、例年実施しているあいさつ運動、高校訪問などを行ないます。高校

訪問は例年好評のため、多くの会員が参加できるように企画してまいります。

・愛校作業については、天候に左右されることや土日の部活動の地域移行に伴い指

導者との調整が難しくなったことなどから実施せず、学校の花いっぱい運動への参

画を行ないます。

・体育祭において使用しているレンタルテントについて、学校予算が確保できたため、

PTA 予算で借用する必要がなくなったことなどから、部活動の活性化を後押しす

るため、新たに部活動への補助を行ないます。

・その他、子どもたちがいきいきと学校生活を送れるよう、学校の安全等環境整備

を先生方と協議しながら進めてまいります。
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活動目標  ～ ACTIVITY GOAL ～

心身ともに健やかで、自尊感情豊かな子どもの育成に努めよう 

大野東中学校 ＰＴＡ組織表 

総 会 

会計監査委員会 役員選考委員会 

役員会 

（会長・副会長・書記・会計・総務・学校代表） 

特別委員会 

運営委員会 

［本部役員にて担当］

専門委員会 

［教養・整備委員会］［保健・交流委員会］［広報委員会］ 

※休会 本部役員にて担当

地区委員会 

※休 会

学年委員会 
※本部総務

学級委員会 
※休 会

会 員 

3



第１号議案

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

・下期会計監査 ・体育祭運営補助 ・本部役員会② ・広報誌No.141発行 ・本部役員会③

・新旧役員会 ・区P連総会 ・区P連学び交流会

・入学式 ・市P連総会 ・大文字まつり協力

・本部役員会① ・学校運営協議会① ・がくろの会総会 ・学校運営協議会②

・PTA総会(書面)

・DAITO便り発行

・市P連理事会① ・高校訪問

・広報委員会①～③

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

・本部役員会④ ・区P連臨時理事会 ・本部役員会⑤ ・卒業式

・上期会計監査 ・予算委員会

・愛校作業（中止） ・学校運営協議会③

・花壇花植え ・東中会 ・学校運営協議会④

・北地区レクスポ祭 ・広報委員会 ・市P連理事会③

・文化発表会

・夢講座

・卒業記念品準備 ・成人講座

・広報誌No.142発行

・夢講座

・地域クラブ実行委

員会③

・北地区コミュニ

ティ運営協議会②

青少年部会

・地域クラブ実行委

員会②

令和７年度　活動報告　（本部役員）

・市P連副会長会議

①

・子どもたちの「い

のち」を守る研修

会

・北地区防犯パト

ロール

・２学年あいさつ運

動
・北地区コミュニ

ティ運営協議会

総会

・３学年あいさつ運

動

・北地区コミ運営協

議会まどか部会・

青少年部会

・地域クラブ実行委

員会④

・日本PTA九州ブロ

ック福岡大会

・子ども若者育成

フォーラム

・本部役員選考委員

会③

・新一年生加入同意

書集計

・本部役員選考委員

会④

・本部役員選考委員

会②

・北地区防犯パト

ロール

・子ども若者育成部

会

・１学年あいさつ運

動

・市P連副会長会議

②

・区P連会長・副会

長合同会

・地域クラブ実行委

員会①

・本部役員選考委員

会① ・北地区防犯パト

ロール

・地域クラブ実行委

員会⑤
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第3号議案

令和8年度　大野東中学校PTA役員(案)

本部役員

役職 氏 名 学　級 生徒名

会長 大和　章一 2-3 実央

副会長 的場　勇里 3-3 こと

副会長 山﨑　克博 2-1 まど佳

書記 後藤　美聖 2-5 凛華

書記 蔭田　樹理 2-6 彩乃

書記 中牟田　知佳 教頭

会計 小谷　宏美 3-6 優芽

会計 吉田　麻紀 2-1 優奈乃

会計 入江　健彦 事務

総務(１年) 福田　由樹 3-6 こはる

総務(２年) 武内　裕恵 2-1 優奈

総務(３年) 大藏　直美 3-3 謙史郎

監査委員

監　査 髙倉　雪喜 3-4 怜也

監　査 船邊あゆみ 2-4 誠梛

監　査 龍頭貴代美 1-6 美月
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

・入学式 ・体育祭運営補助 ・本部役員会② ・本部役員会③ ・区P連副会長会②

・新旧役員会 ・区P連総会 ・学校運営協議会②

・会計監査 ・市P連総会 ・大文字まつり協力

・PTA総会(書面) ・学校運営協議会① ・区P連副会長会① ・人権教育研修会

・市P連理事会① ・市同研総会

・DAITO便り発行

・本部役員会①

・広報誌作成準備 ・高校訪問準備 ・高校訪問準備 ・高校訪問 ・あいさつ運動②

・体育祭撮影 ・広報誌発行①

・あいさつ運動①

１０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

・本部役員会④ ・本部役員会⑤ ・卒業式

・上期会計監査 ・予算委員会

・北地区レクスポ祭 ・学校運営協議会③

・文化発表会 ・東中会 ・学校運営協議会④

・市P連理事会③

・花植え作業 ・卒業記念品準備 ・卒業記念品準備 ・広報誌発行②

・夢講座（予定） ・あいさつ運動③

・市P連副会長会議

②

・市P連副会長会議

①

・北地区防犯パト

ロール

・北地区コミュニ

ティ運営協議会②

青少年部会

令和８年４月作成

・北地区コミュニ

ティ運営協議会

総会①

第４号議案

令和８年度　事業計画（案）

本

部

行

事

関

連

本

部

行

事

関

連

・市P連指導者研修

会

・北地区コミ運営協

議会まどか部会・

青少年部会

・北地区防犯パト

ロール②

・本部役員選考委員

会①

・本部役員選考委員

会②

・区P連会長・副会

長合同会

・本部役員選考委員

会③

・子ども若者育成

フォーラム

・新一年生加入同意

書集計
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（単位：円）

R7年度予算 決算額 R8年度予算 摘　　　　　要

1,663,944 1,663,944 1,705,679

1,625,640 1,658,760 1,683,600 230円×610人×12ヶ月

132,480 126,500 138,000 230円×50人×12ヶ月

150,000 81,638 150,000
預金利息,市P連･県P連還付金,自動販売
機売上

3,572,064 3,530,842 3,677,279

R7年度予算 決算額 R8年度予算 摘　　　　　要

総 会 費 30,000 0 30,000 総会資料作成費用,事務引継費用

監 査 費 10,000 3,711 10,000 前期後期監査費

運 営 委 員 会 費 0 0 0 拡大運営委員会,運営委員会費　休会

役 員 会 費 120,000 100,110 120,000 役員活動費

消 耗 品 費 80,000 3,905 580,000
事務用品、学校複合機使用料、PTA会
議室書架　等

旅 費 通 信 費 30,000 8,900 30,000 通信費,旅費

負 担 金 170,000 175,576 160,000 市,区,県P連負担金

慶 弔 費 50,000 11,240 50,000 慶弔費,退任記念品

渉 外 費 20,000 0 20,000 渉外費,対外行事費

510,000 303,442 1,000,000

研　修　費 一 般 研 修 60,000 0 50,000 市,区P研修参加費

教 養 講 座 費 300,000 282,427 500,000
家庭教育学級活動費,
高校訪問(大型ﾊﾞｽ１台),夢講座他

広 報 費 200,000 179,400 200,000 広報印刷代

100,000 15,200 10,000
学年,専門委員会活動費休会,
ボランティア謝金

1,000,000 551,536 500,000 体育祭,花苗,,学校備品補助

1,660,000 1,028,563 1,260,000

運 営 補 助 費 700,000 405,478 1,000,000 部活動補助、運動場土埃対策,横断幕等

卒 業 記 念 品 費 0 0 0

700,000 405,478 1,000,000

130,000 87,680 106,000 県P災害補償制度

100,000 0 200,000

472,064 0 111,279

3,572,064 1,825,163 3,677,279

県Ｐ災害補償制度の保障期間は、令和8年6月1日から1年間です。

そ
の
他

負
担
金

小　　計

令和8年度　大野東中学校ＰＴＡ予算
令和8年4月1日～令和9年3月31日

【収　入　の　部】
項  目

前　年　度　繰　越　金

会　　　　　　費  (保護者）

援
助
費

小　 　計

会　　　　　　費  (教 　師）

雑 　収　 　　　入

合  計

【支　出　の　部】
項  目

Ⅰ

運

営

費

会

議

費

事
務
費

Ⅳ　　Ｐ　Ｔ　Ａ　団体保険

Ⅴ　　特別会計積立金

Ⅵ　　予　　備　　費

合  計

Ⅱ

活

動

費

教
養
費

委員会費

事　業　費

小　 　計

奨
励
費

Ⅲ
教
育
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大野東中学校ＰＴＡ規約 

第１章 総 則 

（名称及び事務局） 

第１条 この会は、「大野東中学校ＰＴＡ」と称し、事務局を大野東中学校に置く。 

（目 的） 

第２条 この会は、大野東中学校に在籍する生徒の保護者と教師とが協力して、家庭と学校・社会に

おける生徒の健全な成長並びに会員相互の研修を図ることを目的とする。 

（性 格） 

第３条 この会は、教育を本旨とする民主団体として次の性格を有する。 

（１）生徒の教育並びに福祉のために活動するほかの団体及び機関と協力する。 

（２）特定の政党や宗教にかかわりなく営利を目的としない。 

（３）学校教育及び学校管理並びに教育方針に干渉しない。 

（活 動） 

第４条 この会の目的を達成するために次の活動を行う。 

（１）会員相互の親睦と交流を図り、会員の教養を高める。 

（２）家庭及び学校・社会との緊密な連携によって生徒の育成を図る。 

（３）生徒の生活環境を良くする。 

（４）学校教育の伸長に協力する。 

第２章 組 織 

（会 員） 

第５条 本会は、次の各号に掲げる者のうち、活動に理解と協力について賛同する者を会員とし、全

て平等の義務と権利を有する。 

（１）本校に在籍する生徒の保護者またはこれに代わる者。 

（２）本校に勤務する教職員。 

（権利と義務） 

第６条 この会の会員は、平等の権利と次の義務を有する。 

（１）会員は、すべてこの会の活動に積極的に参加する。 

（２）会員は、規定の会費を納入する。

（役員及び顧問） 

第７条 この会に次の役員を置く。 

（１）会長１名、副会長２名、書記３名（内教職員１名）、会計３名（内教職員１名）、総務３名 

２ この会に顧問を若干名置くことができる。顧問は会長が委嘱する。 

（役員の任務） 

第８条 役員の任務は、次のとおりとする。 

（１）会長は会務を統括し会合を主宰し会を代表する。

（２）副会長は会長を補佐し、会長不在の場合はその代理をする。

10



（３）書記はこの会の庶務、諸会合の議事の記録をするとともに会の書類を保管する。

（４）会計は予算に基づいて会計を処理し、この会の財産を保管する。

（役員の選出） 

第９条 役員は、会員の中から役員選考委員会で選考し総会で決定する。 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は次のとおりとする。 

（１）役員の任期は１年とし、再任を妨げない。

（２）役員に欠員が生じた時は、運営委員会において補充役員を選出する。なお、補充した役員の

任期は、前項にかかわらず前任者の残任期間とする。 

第３章 会計監査委員 

（会計監査委員） 

第１１条 この会の会計を監査するため会計監査委員を３名おく。 

（１）会計監査委員は役員選考委員の推薦により選出し、総会に報告し承認を求める。 

（２）会計監査委員の任期は１年とし、再任を妨げないが、３年を超えてはならない。 

第４章 機 関 

（種 類） 

第１２条 この会の機関は次の通りとする。 

（１）総会 （２）役員会 （３）運営委員会 （４）専門委員会 

（５）役員選考委員会 （６）特別委員会 （７）各委員会 

第１節 総 会 

（性格・種類） 

第１３条 総会はこの会の最高議決機関で定期総会及び臨時総会とする。 

２ 定期総会は毎年１回以上開く。臨時総会は会長が必要と認めたときまたは運営委員 

会の要求があったときに会長が招集する。 

（権 限） 

第１４条 総会は次の事項について協議決定する。 

（１）規約の決定及び改正 

（２）役員の選出 

（３）会費の決定 

（４）予算決算の承認 

（５）その他の事項 

２ 総会は会員の過半数（含む委任状）の出席がなければ、総会を開き議決することができない。 

３ 議決は総会出席全員の多数決とする。可否同数の場合は議長の裁定とする。 

第２節 役員会 
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（役員会） 

第１５条 役員会は役員をもって構成する。 

２ 役員会は必要に応じ、会長が招集し次の事項を処理する。 

（１）総会及び運営委員会の委任事項の執行 

（２）運営委員会に提案する事項の審議・調整 

（３）専門委員会の計画案の調整 

（４）その他、会の運営諸活動に必要な事項の審議 

第３節 運営委員会 

（運営委員会） 

第１６条 運営委員会は、役員、各正副専門委員長、学年正副委員長、学校職員代表で構 

成する。 

２ 運営委員会は次の事項について協議決定する。 

（１）総会議案の作成 

（２）総会の委任事項

（３）各委員会の連絡調整

（４）その他、緊急な事項

３ 運営委員会は会長が必要と認めたときまたは構成委員の４分の１以上の要求があ 

ったとき招集する。 

第４節 専門委員会 

（専門委員会） 

第１７条 この会に次の委員会をおく。 

（１）教養・整備委員会 （２）保健・交流委員会 （３）広報委員会 

２ 専門委員会は各委員長が招集し、その任務は次のとおりとする。 

（１）教養・整備委員会 

イ 会員の知識教養向上のため研修を企画し実施する。

ロ 校舎の整備・花壇観察園の充実整備に協力する。

（２）保健・交流委員会 

イ 生徒の保健衛生面の向上につとめ、学校保健委員会に参加する。

ロ 会員相互の交流等の企画立案およびその実施にあたる。

（３）広報委員会 

イ 学校と家庭、地域社会との結合をはかるため広報活動をする。

ロ 学校通信活動を促進し、学校の通信連絡に協力する。

３ 専門委員会の委員は、学年会員の互選により選出する。 

４ 正副専門委員長の選出は、委員の互選による。 
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第５節 役員選考委員会 

（役員選考委員会） 

第１８条 役員選考委員会（以下「選考委員会」という。）は会員の中から 10 名以内の委員で構成し、

正副委員長は委員の互選とする。 

２ 選考委員会は委員長が必要と認めたとき招集する。 

３ 選考委員会は会員から自薦又は推薦された役員候補者について選考し総会に提案す 

る。 

４ 役員に推薦を受けた委員は、選考委員を辞任する。 

第６節 特別委員会 

（特別委員会） 

第１９条 この会に運営の円滑化と活動の進展をはかるため、運営委員会にはかり特別委 

員会を置くことができる。 

２ 特別委員会は会長が必要と認めたとき、これを招集する。 

第７節 各委員会 

（種 類） 

第２０条 この会は地区委員会・区委員会及び学年委員会・学級委員会を置く。 

（地区委員会） 

第２１条 地区委員会を置き、区委員会正副委員長をもって構成する。 

（区委員会） 

第２２条 地区ごとに区委員会を置き、区委員長１名、区副委員長１名を区会員の互選により選出す

る。 

２ 地区は原則として市行政区とする。 

３ 区委員会は集会活動及び行事等の実施により次の目的達成につとめる。 

（１）生徒の校外生活の善導につとめる。 

（２）生徒の健全育成のために他団体と協力する。 

（３）通学路の安全整備につとめ、遊び場の設定等郊外における安全教育の万全をつくす。 

（４）その他組織、運営並びに活動について区ごとに定める。

（学年委員会） 

第２３条 学年ごとに学年委員会を置き、学級委員長をもって構成する。正副学年委員長は学級委員

長の互選により選出する。 

２ 学年総会、学年委員会は学年委員長が招集する。 

（学級委員長） 

第２４条 学級ごとに学級委員会を置き、学級委員長１名を学級会員の互選により選出する。 

２ 学級集会は、学級委員長が招集する。 

３ 学年委員会、学級委員会は次のような活動をする。 

（１）定期的な集会を開催し話し合い学習により、生徒指導について教養を高める。

（２）学年、学級相互の活動について調整を図り、学習指導や行事が十分効果を上げるよう協力す

る。 
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第５章 会 計 

（会 計） 

第２５条 この会の収入は会費及び事業収入、その他正規の許可を受けた財源をもってあ 

たる。ただし、この会は特定の個人または団体から財源の援助を受けたことによってい 

かなる性質の拘束を受けるものではない。 

２ この会の会計年度は４月１日から始まり翌年３月３１日に終わる。 

第６章 内 規 

（内 規） 

第２６条 本規則のほかに内規を設けることができる。 

２ 内規は運営委員会で定める。 

附 則 

（附 則） 

１ この規則は昭和 46 年４月１日より実施する。 

２ この規則は昭和 57 年４月１日より実施する。 

３ この規則は平成元年４月１日より実施する。 

４ この規則は平成２年４月１日より実施する。 

５ この規則は平成９年５月９日より実施する。 

６ この規則は平成 12 年４月１日より実施する。 

７ この規則は平成 16 年４月１日より実施する。 

８ この規則は平成 17 年４月１日より実施する。 

９ この規則は平成 20 年４月１日より実施する。 

10 この規則は平成 26 年４月 19 日より実施する。 

11 この規則は平成 28 年４月 23 日より実施する。 

12 この規約は平成 30 年４月 21 日より実施する。 

13 この規約は令和５年４月 22 日より実施する。 

14 この規約は令和７年４月 19 日より実施する。 
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慶 弔 規 定 

項 目 慶  弔  額 備  考 

表  

彰 

職員 ３，０００ 県以上のとき 

役員 感謝状（記念品） 任期満了の時 

運営委員  感謝状 断連続３年以上 

死  

亡 

会員 １０，０００ 

職員の配偶者 ５，０００ 

職員の実父母 ５，０００ 

生徒 １０，０００ 

＊協議は、本部役員にて実施し、後日運営委員会にて承認を受けるものとする。 

旅 費 規 程 

本会の活動に際しての旅費等については、下記により支払うものとする。 

１ 旅費については、最寄の公共機関運賃表を基準に、大野東中学校を基点として算出す

る。 

（１）大野城市内の場合 200 円 

（２）筑紫地区（春日、太宰府、筑紫野、那珂川）の場合 500 円 

（３）福岡県内の場合 1000 円 

（４）県外の場合 実費とする 

２ その他、宿泊・昼食を伴う場合は、実費負担とする。 

３ 支払いは、出張者からの請求に基つき精算払いとする。 

４ 県外の出張は、運営委員会の承認を得るものとする。 
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氏　　名 し　め　い 教科 備　　考

池田　祐次 いけだ　　ゆうじ 保健体育

古賀　英利 こが　ひでとし 技術・家庭

中牟田　知佳 なかむた　ともか 国語

髙木　慎太郎 たかき　しんたろう 保健体育 教務主幹　バレーボール

１年１組担任 木村　祐貴 きむら　ゆうき 国語 バレーボール

１年２組担任 荒木　沙織 あらき　さおり 数学 保健主事　女子ソフトテニス

１年３組担任 髙木　翼 たかき　つばさ 理科 男子バスケットボール

１年４組担任 空閑　裕明 くが　ひろあき 数学 進路指導主事　剣道

１年５組担任 岩渕　隆広 いわふち　たかひろ 音楽 男子卓球

１年６組担任 相原　涼吾 あいはら　りょうご 国語 女子卓球

１年７組担任 佐竹　晃一 さたけ　こういち 理科 主幹教諭（学年主任統括）　１学年主任　サッカー

１ 年 副 任 大石　進 おおいし　すすむ 英語 美術

１ 年 副 任 森光　貴裕 もりみつ　たかひろ 英語 陸上

１ 年 副 任 辻　栞菜 つじ　かんな 社会 女子バスケットボール

１ 年 副 任 加藤　優菜 かとう　ゆうな 保健体育 バドミントン

まどか1B担任 添田　隆平 そえだ　りゅうへい 保健体育 サッカー

まどか2担任 田邊　俊文 たなべ　としふみ 保健体育 特別支援C　男子バスケットボール

まどか3D担任 高木　冴子 たかぎ　さえこ 音楽 吹奏楽

２年１組担任 新屋敷　崇 しんやしき　たかし 数学 学力向上C　野球

２年２組担任 松尾　紀子 まつお　のりこ 国語 道徳教育推進教師　女子卓球

２年３組担任 池上　耕平 いけがみ　こうへい 英語 吹奏楽

２年４組担任 西山　徳泰 にしやま　のりやす 保健体育 バレーボール

２年５組担任 武末　悠作 たけすえ　ゆうさく 保健体育 男子バスケットボール

２年６組担任 山内　瑛二 やまうち　えいじ 技術・家庭 2学年主任　女子ソフトテニス

２ 年 副 任 東　 寛香 ひがし　ひろか 国語 美術

２ 年 副 任 小山　伸一 こやま　しんいち 美術 美術

２ 年 副 任 磨島　寛 ましま　ひろし 理科

２ 年 副 任 吉永　琳香 よしなが　りんか 社会 女子バスケットボール

まどか1A担任 寺田　和奏 てらだ　わかな 家庭 陸上

まどか3B担任 田村　由季子 たむら　ゆきこ 数学 美術

まどか３C担任 藤　珠月 とう　みづき 社会 バドミントン

３年１組担任 浅倉　優太朗 あさくら　ゆうたろう 数学 野球

３年２組担任 弥永　英一 いよなが　えいいち 英語 野球

３年３組担任 菅　啓太 すが　けいた 理科 研究主任　剣道

３年４組担任 古寺　亜希子 ふるでら　あきこ 社会 吹奏楽

３年５組担任 岡山　知寛 おかやま　ともひろ 社会 陸上

３年６組担任 平田　実 ひらた　みのる 音楽 吹奏楽

３ 年 副 任 香川　大 かがわ　だい 数学 3学年主任　サッカー

３ 年 副 任 福岡　隆志 ふくおか　たかし 理科 陸上

３ 年 副 任 佐藤　桂子 さとう　けいこ 国語 剣道

３ 年 副 任 菊池　美帆 きくち　みほ 英語 バドミントン

まどか3A担任 野村　ひかり のむら　ひかり 英語 女子バスケットボール

まどか3C担任 河野　夏美 かわの　なつみ 国語 女子卓球

養護教諭 久保田　朋子 くぼた　ともこ ＊＊

補 導 白石　美由紀 しらいし　みゆき 保健体育 不登校対策C　男子卓球

通級指導教室 南里　健一　 なんり　けんいち 社会 男子卓球

事務 入江　健彦 いりえ　たけひこ ＊＊

事務 古賀　愛 こが　あい ＊＊

事務補助 藤野　倫子 ふじの　みちこ ＊＊

給食事務 増田　愛美 ますだ　あいみ ＊＊

給食事務 山上　敬子 やまがみ　けいこ ＊＊

給食事務 須川　文子 すがわ　あやこ ＊＊

図書司書 浅田　麻美 あさだ　あさみ ＊＊

支援員 吉良　恵美 きら　えみ ＊＊

支援員 池田　瞳 いけだ　ひとみ ＊＊

支援員 小金丸　智子 こがねまる　ともこ ＊＊

支援員 山﨑　美津子 やまさき　みつこ ＊＊

学級運営ST 田中　由美 たなか　ゆみ ＊＊

不登校支援サポートＴ 佐藤　正男 さとう　まさお ＊＊

SSS 武内　真由美 たけうち　まゆみ ＊＊

用務員 内野　正秋 うちの　まさあき ＊＊

用務員 宮本　修一 みやもと　しゅういち ＊＊

職・担副任

令和８年度　大野城市立大野東中学校　職員名簿
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